
天王川公園質問回答 【令和４年１月11日公表】

No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

1 募集要項 1 1.(1) 来園者数
藤まつり及び天王祭の来場者数についての記載はございますが、年
間での来園者数をご教授願います。また、来園者数計上の根拠も重
ねてご教授願います。

天王川公園は出入口が多数あり、いつでも自由に出入りできること
から把握しておりません。なお、朝のラジオ体操やウォ―キングの
人数はNo32のとおりです。

2 募集要項 1 1.(1) 来園者数 過去５年の月別の来園者数をご教示願います。 〃

3 募集要項 4 1.(2).表2
売店、ボート小屋、スワン
ボート

「売店、ボート小屋、スワンボートは、令和5年3月末までに設置者
の自己負担で撤去」との記載がございます。撤去はどこまでされま
すでしょうか？

すべて撤去し、原状復旧を行います。

4 募集要項 6 1.(5).図2 エリア7南側のスロープ
藤棚隣接地の南側、中地駐車場からのスロープを市で整備予定のと
ころを、今回エリア7と一体的にスロープ含め整備することは可能で
しょうか。

一体的な整備の提案を認めますが、施工前に市に協議・承認を受け
た上で整備してください。既存の整備イメージは、別添1のとおりで
すので、提案に当たって参考にしてください。詳細設計(実施設計)
は、未実施です。エリア７との一体的な整備を考慮し、既存の整備
イメージからのスロープの位置や形状等を変更する提案も認めま
す。

5 募集要項 6 1.(5).図2 エリア11、12の建物の高さ
エリア11、12において建物の高さは最大15ｍとありますが、起点は
どこからでしょうか。

建物の高さは、建築基準法に基づく高さとなります。

6 募集要項 6 1.(5).図2 ｴﾘｱ1公募対象公園施設
ｴﾘｱ1に設置する任意提案施設(レストラン等の飲食店）についてｴﾘｱ1
をｴﾘｱ6のイベント広場側に広げて設置してもよろしいでしょうか。
(計画位置は別紙参考図参照）

別添2の赤線箇所について、エリア1を広げてレストラン等の飲食店
(必須提案施設、任意提案施設)の設置を認めます。ただし、出来る
限り南側におさめ、エリア6のイベント等の広場を広く確保するよう
にしてください。

7 募集要項 6 1.(5).図2 必須提案施設の建物配置
必須提案施設の建物配置が他エリアとまたがる形での配置でも可能
なのか。

関係者とも協議の上、整備可能エリアを設けておりますので、他エ
リアとまたがる形での配置は出来ません。ただし、No6の箇所につい
ては、またがる形での配置を認めます。

8 募集要項 6 1.(5).図2
公募対象公園施設の整備可
能エリア

提案施設の整備可能エリア外の整備は、協議の上、設置可能か？
関係者とも協議の上、整備可能エリアを設けておりますので、整備
可能エリア外の設置は出来ません。ただし、No6の箇所については、
またがる形での配置を認めます。

9 募集要項 6 1.(5).図2
特定公園施設の整備可能エ
リア

エリアに指定されていない場所での特定公園施設の計画は可能か。
関係者とも協議の上、整備可能エリアを設けておりますので、整備
可能エリア外の設置は出来ません。

10 募集要項 6 1.(5).図2 丸池の形質変更
公募対象公園施設の設置にあたり、丸池の形質変更等は、可能で
しょうか？

歴史的風情を著しく乱す恐れがあるため、丸池の形質変更は認めま
せん。ただし、エリア5については、丸池の形質変更を伴わない水上
アクティビティ拠点の整備は認めます。

11 募集要項 9 2.(1).2) 任意提案施設
将来、２年後にエリア11又は12で新たにレストラン等の施設計画を
提案することは可能ですか。その場合、市へ基本計画の技術提案資
料は提出するのですか。

2年後に提案することは認めません。エリア11、12の整備を計画する
場合は、今回提案してください。

12 募集要項 9 2.(1).2) 任意提案施設 サウナを設置することは可能か。
サウナ単独での設置は認めません。宿泊施設との一体的な整備の場
合は、宿泊施設の一部として、設置を認めます。

13 募集要項 9 2.(1).2) 動物園 動物園は設置可能でしょうか。

設置は可能ですが、天王川公園には、昭和33年から平成10年まで動
物舎がありましたが、臭いや動物の鳴き声に対する近隣からの苦情
等により廃止となりました。このことも踏まえ、「募集要項［P12］
2.(3).2).ア.c及びn」のとおり、騒音や悪臭等について近隣に迷惑
がかからないようにしてください。

14 募集要項 9 2.(2).3) 丸池の水上アクティビティ
水上アクティビティですが、水上バイク等の使用は可能でしょう
か。

可能ですが、「募集要項［P12］2.(3).2).ア.c及びn」のとおり、騒
音や悪臭等について近隣に迷惑がかからないようにしてください。
また、水上バイクは、公募対象公園施設の一部として、「募集要項
[P13]2.(3).4)」の使用料がかかります。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

15 募集要項 9 2.(3) 公募対象公園施設の面積 公募対象公園施設が建設できる㎡数をお示しください。

天王川公園の敷地面積は12haで、敷地面積に対する建築面積の割合
の上限は2％であることから、建築面積の上限は、既存建築物を含
め、2,400㎡です。既存建築物の建築面積は、「業務仕様書(要求水
準書)［P2］表2のとおり746㎡(今後の取壊しにより変動)です。

16 募集要項 9
2.(3).1).
ア.b

配色
景観に配慮した色彩、意匠とあるが、どのような配色か。
また、指定はありますか。

「参考資料7［P18］(4).1).表」以外に、指定はありません。周辺の
風致と調和する配色を提案してください。

17 募集要項 9
2.(3).1).
ア.b

使用禁止色 外壁等に使用禁止色はありますでしょうか。
使用禁止色は定めておりませんが、「参考資料7［P18］(4).1).表」
に基づき、周辺の風致と調和する配色にしてください。

18 募集要項 10
2.(3).1).
ア.d

任意提案施設の構造
コンテナハウスやトレーラーハウスのような簡易なものでも設置は
可能か。

可能です。

19 募集要項 10
2.(3).1).
ア.e

接道する道路整備
旧鈴木邸敷地を活用する場合、接道する道路整備についてもユニ
バーサルデザイン等の配慮が必要か？また、必要な場合の費用負担
は、事業者負担となるのか？

公園外であり、本事業の対象区域外ですので、必須ではありませ
ん。ただし、道路法第24条に基づき、道路管理者(津島市)の承認を
受けて、認定計画提出者の負担で整備いただくことは可能です。

20 募集要項 10
2.(3).1).
ア.k

下水道料金
汚水に関しては下水がない区域ですので、浄化槽が必要かと思いま
すが、エリア11、12の下水道料金に関しては認定計画提出者の負担
としますか。

下水道料金についても、認定計画提出者の負担となります。

21 募集要項 10
2.(3).1).
ア.k

下水道計画
エリア1の浄化槽等の整備をするとありますが、将来下水等を整備す
る計画はありますか。

別添3の下水道計画がありますが、整備時期は未定です。

22 募集要項 10
2.(3).1).
ア.k

浄化槽設置
原則浄化槽設置は1敷地に1浄化槽だと思いますが、エリア1に建物を
計画して、浄化槽を新たに設置した場合、市としては公園施設に複
数浄化槽があっても、問題ないでしょうか。

現在、公園内には複数の浄化槽を設置していますが、敷地の状況等
により、複数の設置がやむを得ないものとして、適法に設置してい
ます。今後の浄化槽設置については、建築物の計画により判断され
ることとなりますので、指定確認検査機関等に確認してください。

23 募集要項 11
2.(3).1).
ア.p

夜間の安全確保 見守りカメラ等の設置は可能ですか。
可能です。設置及び運用は別添4「津島市街頭防犯カメラの設置及び
運用に関する要綱」に準じてください。

24 募集要項 11
2.(3).1).
ア.q

寄付物件 寄付物件一覧をお示しください。 別添5のとおりです。

25 募集要項 11
2.(3).1).
ア.v

バーベキュー施設
具体的な設備事例はありますか。
裸火等制限はありますか。

具体的な設備事例はありません。裸火制限等の消防法その他関係法
令に基づく制限については、津島市消防本部予防課に確認してくだ
さい。

26 募集要項 11
2.(3).1).
イ.c

任意提案施設のトイレ 任意提案施設にもトイレは設置が必要ですか。
任意です。必須ではありません。ただし、「募集要項［P42］表
6.2.(1).1).①共通事項」の評価対象となります。

27 募集要項 12
2.(3).2).
ア.d

営業時間
営業時間について協議となっているが、要望としての営業時間はあ
るのか。

具体的に要望している営業時間は、「募集要項［P13］2.(3).2).
イ.b」のとおりです。

28 募集要項 12
2.(3).2).
ア.g

自販機の設置 アルコール、タバコの自販機設置は可能ですか。
「募集要項[P9]2.(1).2)」のとおり、自動販売機のみの設置は認め
ません。飲食店や売店の中に設けることは認めます。

29 募集要項 13 2.(3).5)
収益還元の対象施設と売上
額

公募対象公園施設の収入(売上額)の一部を還元とありますが、必須
施設と任意施設のみという理解でよろしいですか。また、収入(売上
額)とは、総売上のことを意味するのでしょうか。

必須提案施設と任意提案施設です。総売上です。

30 募集要項 13
2.(3).2).
イ.b

営業時間
早朝の利用についてはご指定がありますが、夜間については営業時
間の指定はありますでしょうか。

夜間の営業時間の指定はありません。ただし、天王祭の時は、祭の
運行や安全管理等を踏まえ、関係者と充分調整してください。

31 募集要項 13
2.(3).2).
イ.b

営業時間 カフェやレストランについて24時間営業は可能でしょうか。

可能ですが、周辺環境を考慮すると、24時間営業のコンビニがある
近隣商業地域に隣接し、県道にも面するエリア11、12が望ましいと
市は考えます。あくまで市の考え方ですので、周辺環境を考慮の
上、申請者の考えに基づき、提案いただいて構いません。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

32 募集要項 13
2.(3).2).
イ.ｂ

利用者数
朝のラジオ体操やウォーキングとありますが、それぞれおおよその
利用者数をご教示願います。

人数の計測結果は下記のとおりです。
●令和3年12月20日(月)[日の出時間:午前6時57分、晴]
ラジオ体操(午前6時30分計測)：71人
丸池周辺ウォーキング(午前7時計測)：25人※
●令和3年12月26日(日)[日の出時間:午前6時59分、小雪]
ラジオ体操(午前6時30分計測)：58人
丸池周辺ウォーキング(午前7時計測)：28人※
※丸池周辺を目視により計測。他に車河戸、藤棚周辺等でも多数の
方がウォーキングに励んでおりました。

33 募集要項 13 2.(3).5) 収益還元の対象
公募対象公園施設が赤字の場合も売り上げに対して還元しなければ
ならいのか。

赤字の場合も、収入(売上額)に基づく、還元が必要です。

34 募集要項 13 2.(3).5) 収益還元
売上とは、申請者が公募対象公園施設を設置し、第三者へ貸出す賃
料収益の売上か、第三者の売上収益なのかお示しください。

テナントの場合は、第三者の売上収入です。

35 募集要項 14 2.(4).2) DX設備
公園の利便性向上のためDX設備を整備する場合、特定公園施設とし
て計画して良いか。

良いです。ただし、任意提案施設ですので、市の費用負担はありま
せん。

36 募集要項 14 2.(4).2)
任意提案施設の市の費用負
担

任意提案施設については、市の費用負担額の範囲の中で整備するこ
とは可能でしょうか？

「募集要項［P20］2.(4).5).ア.表4」のとおり、市の費用負担上限
額7,200万円は必須提案施設が対象であり、上限額の範囲内であって
も、任意提案施設は対象となりません。

37 募集要項 15
2.(4).4).
ア.e

トイレの取壊し
トイレにつきまして、既存のものをすべて取り壊した場合、同数の
設置ではなく一か所のみの設置でも可能でしょうか。

公園利用者の利便性が低下するため、認めません。天王川公園の北
側、中央、南側にトイレがあることを基本とします。

38 募集要項 15
2.(4).4).
ア.ｇ

旧鈴木邸の改修工事
旧鈴木邸の建築物を活用しないで、そのまま残す場合においても現
行の耐震基準を満たす改修工事が必要ですか。

建築物を活用しない場合は、取壊してください。

39 募集要項 15
2.(4).4).
ア.g

廃棄処分品
旧鈴木邸及び蔵内の廃棄処分品について、売却益を得た場合、指定
管理者の収入として扱ってもよろしいでしょうか。

売却益を市に報告の上、特定公園施設の整備費の認定計画提出者負
担分に充ててください。

40 募集要項 15
2.(4).4).
ア.g

廃棄処分品
旧鈴木邸及び蔵内の廃棄処分品をオークションにかけることは可能
でしょうか。また、売却益は指定管理者の収入として扱ってもよろ
しいでしょうか。

オークションにかけても構いませんが、売却益を市に報告の上、特
定公園施設の整備費の認定計画提出者負担分に充ててください。

41 募集要項 15
2.(4).4).
ア.n

防犯カメラ 防犯カメラの増設は可能でしょうか。
可能です。設置及び運用は別添4「津島市街頭防犯カメラの設置及び
運用に関する要綱」に準じてください。

42 募集要項 16 2.(4).4).イ 公園管理事務所の要件
公園管理事務所設置にあたり、必要㎡数、必要な部屋数、会議室等
の設置要件をお示し願います。

民間のノウハウ、アイデアを最大限発揮するため、具体的な設置要
件は設けておりません(性能発注)。申請者の考えに基づき、公園全
体を円滑に管理運営するために必要な機能・規模等を提案してくだ
さい。

43 募集要項 16 2.(4).4).イ 公園管理事務所の人員配置
管理人は常駐が必要か。また常駐する最低人数や配置計画はありま
すか。

「業務仕様書(要求水準書)［P10］第3.6.(2)及び(3)」のとおりで
す。

44 募集要項 16 2.(4).4).イ 公園管理事務所の人員配置 管理事務所で行う業務はどのような業務がありますでしょうか。
行為の許可に関する業務、問合せ対応等になります。「業務仕様書
(要求水準書)［P3～P7］第3.4 施設運営業務」を参考にしてくださ
い。

45 募集要項 16 2.(4).4).イ 公園管理事務所の営業時間
管理事務所の営業時間や営業日の指定や決まりはありますでしょう
か。

条例等による指定や決まりはありませんが、「業務仕様書(要求水準
書)［P10］第3.6.(2)及び(3)」に基づき、適切な管理事務所の営業
日時を「様式7(その6)(5).1）施設運営業務」で提案してください。
なお、「仕様書1[P1]4.(1)及び(2)」のとおり、年末年始を含め、1
日3名程度午前8時30分から午後5時15分まで清掃作業員を公園内に常
駐させることを基本とします。

46 募集要項 16
2.(4).4).
イ.e

資材の保管
旧鈴木邸内の備品について、取り壊しを行う場合、工事期間中の備
品の保管はどのように想定してますか。

認定計画提出者で対応してください。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

47 募集要項 16
2.(4).4).
ウ.a

駐車料金
藤まつり、天王祭、初詣時期以外は指定管理者の判断で有料、無料
を設けても構わないか。基準を明確にしてほしい。

「業務仕様書(要求水準書)［P4］第3.4.(3).イ」及び「参考資料33
［P219］津島市都市公園条例第10条の２第４項」に基づき、利用料
金の額(供用日時含む。)について、市長の承認を受ける必要があり
ます。有料の駐車場開設の基準は、「業務仕様書(要求水準書)[P4]
第3.4.(2).ア及びイ」に基づき、近隣の交通渋滞を抑制するため、
丸池周辺の園路を臨時的に駐車場にし、交通誘導員や案内板を配置
して交通誘導を行う必要がある場合になります。現時点で定量的な
基準はありませんが、民間のノウハウを踏まえ、指定管理者におい
て各種データを収集・分析の上、有料駐車場の設置が必要となる定
量的な基準(案)をお示しいただければ、市は定量的な基準に関して
協議に応じてまいります。

48 募集要項 16
2.(4).4).
ウ.a

駐車料金
自主事業においてイベントを行う際に駐車料金を徴収しても構わな
いか。

〃

49 募集要項 16
2.(4).4).
ウ.a

駐車場の料金 駐車場について、お花見の時期は有料でもよろしいでしょうか。
「募集要項［P23］2.(6).5).ア.d及びe」のとおり、現状のままでは
有料の臨時駐車場の開設は認めません。

50 募集要項 16
2.(4).4).
ウ.a

駐車場の有料化
臨時駐車場以外の平常時の駐車場利用を有料とする提案は可能で
しょうか。

認めません。ただし、「募集要項［P11］2.(3).1).ア.u」の専用駐
車場については、平時の有料化を認めます。

51 募集要項 16
2.(4).4).
ウ.a

一定時間を超えた駐車場利
用

イベント時の料金徴収のためゲートを設置し駐車場管理をしてもよ
ろしいでしょうか。
また、平時は無料となっていますが一定時間を超えた駐車場利用に
対して有料としてもよろしいでしょうか。（時間については市役所
と凝議します）

「募集要項[P18]2.(4).4).ウ.n」のとおり、ゲートの設置は可能で
す。平時は一定時間を超えた駐車場利用に対しても無料です。ただ
し、防犯や公園利用者以外の無断駐車防止等のため、夜間の駐車場
の閉鎖については、協議に応じます。

52 募集要項 17
2.(4).4).
ウ.e

大型バスの利用

大型バスについて、天王川公園内に駐車スペースは必要でしょう
か。
必要な場合は何台分必要で、且つ場所の指定はありますでしょう
か。

乗降や転回させる場所は必須ですが、駐車スペースの設置は任意で
す。

53 募集要項 17
2.(4).4)
ウ.f

駐車場の舗装 駐車場　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ですが、表層50 RC砕石 100程度でよろしいか？
舗装構成は「募集要項［P17］2.(4).4).ウ.f」に記載のとおりにし
てください。

54 募集要項 17
2.(4).4).
ウ.g

駐車場のライン、車止め 駐車場ﾗｲﾝの指定（U型等）、車止めの指定等ありますか？
指定はありませんが、車止めは、車の転回が想定される場所や歩行
者・自転車等の通行の支障になる箇所には設置しないでください。
駐車場の寸法等は、別添6を参照してください。

55 募集要項 17
2.(4).4).
ウ.k

エリア8の舗装 エリア8はアスファルト舗装を行う事は可能でしょうか。
可能ですが景観に配慮した舗装にしてください。また、駐車場の囲
いの建替え等も行う場合は、景観に配慮した囲いとし、天王祭の時
などに脱着できるように整備してください。

56 募集要項 17
2.(4).4).
ウ.k

駐車場(エリア8)拡幅
第3駐車場の道路からのアクセスを、もう1カ所北側に設けることは
可能でしょうか。※別紙蛍光黄のところ

別添7の黄色線の箇所を整備することを認めます。また、「募集要項
[P19]2.(4).5).ア.表4」の「駐車場」に該当するものとします。た
だし、既存通路の北側に建っている石碑は残してください(移設可
能)。なお、駐車場を舗装する場合は、景観に配慮した舗装にしてく
ださい。また、駐車場の囲いの建替え等も行う場合は、景観に配慮
した囲いとし、天王祭の時などに脱着できるように整備してくださ
い。併せて、道路の一部を改修する場合は、道路法第24条に基づ
き、道路管理者(津島市)の承認を受けてください。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

57 募集要項 17
2.(4).4).
ウ.k

駐車場(エリア8)拡幅

駐車場の出入り口が1箇所しかなく、利用者の安全のため入口と出口
を1箇所増やすと共に駐車台数を増やすためエリア8の範囲を広げて
計画してもよろしいでしょうか。
(計画位置は別紙参考図参照）

別添8の赤線の箇所を整備することを認めます。また、「募集要項
[P19]2.(4).5).ア.表4」の「駐車場」に該当するものとします。た
だし、現状のスロープは道路の歩道に直結しており、多くの歩行者
が通りますので、スロープは自動車と歩行者を分離(ガードパイプの
設置等)して整備してください。なお、駐車場を舗装する場合は、景
観に配慮した舗装にしてください。また、駐車場の囲いの建替え等
も行う場合は、景観に配慮した囲いとし、天王祭の時などに脱着で
きるように整備してください。併せて、道路の一部を改修する場合
は、道路法第24条に基づき、道路管理者(津島市)の承認を受けてく
ださい。

58 募集要項 17 2.(4).4).ウ 駐車場エリア

駐車場整備の為の全エリアの寸法入り図面はありませんでしょう
か。駐車台数を最大限配置できるよう検証致します。又、駐車場詳
細図の車室寸法が幅2.5ｍ×6.0ｍとしてカウント記載されています
が台数をより多く確保する為、寸法を変更しても構いませんでしょ
うか。(例えば幅2.4ｍ×5.0ｍ)

寸法入りの図面はありませんが、「募集要項[P36]4.(6)追加資料の
貸与」に基づき、CADデータを貸与しますので、必要な場合は申込み
ください(令和3年12月10日が締切でしたが、令和4年2月11日まで延
長します)。また駐車場の寸法等は、別添6を参照してください。

59 募集要項 18
2.(4).4).
エ.a

駐輪スペース 駐輪場ですが、サイクルスタンドは不要でよろしいか？
サイクルスタンドの設置は任意です。最近のニーズや動向も踏ま
え、申請者の考えに基づき、提案してください。

60 募集要項 18
2.(4).4).
エ.a

駐輪スペース
駐輪スペースはラック等の設置が必要でしょうか。
線を引くだけでもいいのでしょうか。有料、無料の切り替えは可能
でしょうか。

ラック等の設置は必須でありません。線を引くだけの方法も可能で
す。最近のニーズや動向も踏まえ、申請者の考えに基づき、無造作
な駐輪を解消する適切な整備方法を提案してください。駐輪スペー
スは常時無料です。他の場所への無造作な駐輪に繋がりますので、
有料は認めません。

61 募集要項 18
2.(4).4).
カ.b

竹の撤去 エリア7竹の撤去ですが間引きでの対応でもよろしいでしょうか。 竹は全部撤去してください。伐根までしてください。

62 募集要項 18
2.(4).4).
カ.b-c

木の伐採

木の伐採は伐根まで必要ですか。
竹藪は伐根まですると法面崩落の恐れがありますがどの程度まで伐
採が必要でしょうか。
竹藪伐採は必須要件ですか。

樹木は間伐は必須ですが、伐根は任意です。竹林は、伐根を含め、
すべて撤去してください。法面崩壊の恐れがないように整備してく
ださい。

63 募集要項 19
2.(4).4).
ケ.b

トイレの悪臭
現行のトイレに関して、悪臭を放っていますが、これらの改修は市
で行っていただけるのですか。

記載のとおり、認定計画提出者に改善いただけることを期待してい
ます。なお、「募集要項[P42]表6.2.(2).1).①共通事項 」の評価対
象となります。現時点で、市に具体的な計画はありません。

64 募集要項
19.
20

2.(4).5）
市による特定公園施設の整
備費用の負担

表4に記載されている施設以外の整備を提案することは可能か。
都市公園法第2条第2項及び都市公園法施行令第5条に規定される公園
施設(別添9参照)であれば可能です。

65 募集要項 20 2.(4).6) 特定公園施設の適用基準等
積算書は公共建築仕様とのことですが、単価は仕様(物価本etc)や数
量計算書などは必要になりますか？またご提出の期限はございます
か？

申請時には必要ありません。「Park-PFI基本協定書(案)［P10］第33
条(特定公園施設の設計)第1項」のとおり、設計図書の一部として提
出してください。

66 募集要項 20 2.(4).6) 適用基準
本事業で整備を行わない部分において基準に適合しない場合が生じ
た際は、どのように取り扱えば宜しいでしょうか？

本事業で整備を行わない部分については、本市において、予算の範
囲内で順次対応してまいります。

67 募集要項 21 2.(5).1) 看板
公園案内看板の増設等の設置についても占用料は発生するのでしょ
うか？

公園案内看板は、利便増進施設でなく特定公園施設になりますの
で、占用料は発生しません。ただし、特定公園施設と利便増進施設
を合築した場合でも、利便増進施設には、使用料が発生します。

68 募集要項 22 2.(6).4).ア 藤まつりの運営収入
藤まつりの運営に関して得られる収入（例：協賛金、駐車整理協力
金等）は、指定管理者の収入となる認識で良いでしょうか。

指定管理者の収入となります。なお、駐車場整理協力金は、令和5年
4月1日から参考資料33[P222]津島市都市公園条例別表第2に基づく、
駐車場料金となります。

69 募集要項 22 2.(6).4).イ
藤まつり、天王祭の一部運
営移行の事前準備費用

オープン前の約1年間は、運営の準備計画期間となりますが、この間
の運営計画費用及び現地確認や会議参加の費用は、委託されます
か。

指定管理者包括協定書(案)[P5]第16条(事前準備)第2項に基づき、費
用は指定管理者の負担となります。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

70 募集要項 22 2.(6).4).イ 藤まつりの運営

藤まつりの運営について、指定管理者へ移行する業務開始期間を提
案することは可能でしょうか？また、新型コロナウィルス感染症の
影響により引継ぎ業務に支障が生じた場合の協議等については、可
能でしょうか？

令和5年度の運営移行となります。業務開始期間の提案は認めませ
ん。藤まつりの運営は指定管理者業務ですので、新型コロナウィル
ス感染症の影響により引継ぎ業務に支障が生じた場合は、「業務仕
様書(要求水準書)[P6]第3.4.(10).エ」に基づき、市に協議・承認を
受けた上で、規模を縮小して開催してください。

71 募集要項 22 2.(6).4).イ 天王祭の運営

天王祭の運営について、指定管理者へ移行する業務開始期間を提案
することは可能でしょうか？また、新型コロナウィルス感染症の影
響により引継ぎ業務に支障が生じた場合の協議等については、可能
でしょうか？

令和5年度の運営移行となります。業務開始期間の提案は認めませ
ん。天王祭のイベント・出店・観光桟敷等の運営は自主事業ですの
で、新型コロナウィルス感染症の影響により引継ぎ業務に支障が生
じた場合は、「募集要項[P27]2.(6).7).ア.a」に基づき、市に協議
を行うことが出来ます。なお、自主事業として出店募集・運営を行
わない場合で第三者から自発的に出店の申請があった場合「指定管
理者は業務仕様書(要求水準書)［P3］第3.4.(1).ア」の行為許可を
することになります。

72 募集要項 22 2.(6).4).ウ 運営移行
藤まつりについては、指定管理者業務とありますが、津島市(指定管
理者)が行うとの認識で宜しいでしょうか。

そのとおりです。

73 募集要項 22 2.(6).4).エ 運営移行
天王祭について、指定管理者へ移管される業務等を区分表などで明
示頂くことは可能でしょうか？

移行業務は、「募集要項［P27］2.(6).7).イ.b及びc」のとおり、観
光桟敷・観覧席の設置・販売・運営、露店・キッチンカ―等の出店
募集・運営です。また、「募集要項［P27］2.(6).7).イ.d」のとお
りイベントの開催が可能です。指定管理者の自主事業の実施可能エ
リアは、参考資料31［P196］のとおりです。従来どおり観光協会が
行う業務は参考資料21［P80～P156］のとおりです。

74 募集要項 24
2.(6).5).
イ.b

藤まつりの駐車場整理協力
金

300円分のクーポンはどのように使用していたのか。
また300円分の負担はどこが負担しているのか。

藤まつり会場の出店店舗で使用できるクーポン券です。観光協会が
負担していたと観光協会から聞いています。

75 募集要項 24
2.(6).5).
イ.ｃ

藤まつりの民間駐車場
駐車場利用について民間の所有地に駐車とありますが、貴市につい
て所有者の方との調整はご協力いただける認識で宜しいでしょう
か。

市も連携して調整を行います。

76 募集要項 24 2.(6).5).エ 年末年始の駐車台数実績
これまでの年末年始における、丸池周辺の参拝者用無料駐車場の駐
車台数実績をお示しください。

別添10を参考にしてください。

77 募集要項 24 2.(6).5).エ 年末年始の臨時駐車場 年末年始の臨時駐車場利用台数を教えてください。 〃

78 募集要項 24 2.(6).5).エ 年末年始の駐車場
現状津島神社へ無料で貸し出しているが、今後も無料で貸し出すと
しても指定管理者が交通整理、安全管理、利用後の現状復帰を行わ
なければいけないのか。

従来、津島市都市公園条例に、臨時駐車場に関する規程がなかった
ことから、近隣の路上駐車防止・渋滞緩和・津島市の観光振興のた
め、市が許可をし、津島神社が丸池周辺を参拝者の無料の臨時駐車
場として利用してきました。しかし、「参考資料33[P222]別表第
２」のとおり条例改正により臨時駐車場を公園施設として位置付け
ましたので、指定管理者自らが駐車料金を徴収(無料とすることも可
能。)して臨時駐車場を運営し、原状復旧も行うことになります。

79 募集要項 25 2.(6).6) 藤まつりの運営
指定管理者業務とするのであれば、過去の観光協会の内容ではな
く、令和5年度以降の市が求める内容に基づく、仕様書を頂きたい。

業務内容は「業務仕様書(要求水準書)[P6]第3.4.(10)藤まつり」の
とおりです。民間のアイデア、ノウハウを最大限に発揮できるよ
う、仕様書で詳細な内容は定めておりません(性能発注)。

80 募集要項 25 2.(6).6） 藤まつりの運営委託料
藤まつりの委託料はありますか。あるとすればどのくらいでしょう
か。

従来、藤まつりは、藤まつりの収入で運営してきましたので、委託
料はありません。祭の経費は、臨時駐車場や出店料等の祭の収入で
賄ってください。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

81 募集要項 25
2.(6).6).
ア.g

藤まつりのポスター制作費
藤まつりポスターの製作費は指定管理料内で賄うのか。
デザイン等は指定があるのか。

従来、藤まつりは、藤まつりの収入で運営してきましたので、藤ま
つりの収入で賄ってください。デザインの指定はありませんが、適
宜、市と打ち合わせを行い、作成してください。

82 募集要項 25
2.(6).6).
ア.g

藤まつりのポスター等の印
刷費

ポスター等の印刷費は、指定管理料からの支出の認識で宜しいで
しょうか？

従来、藤まつりは、藤まつりの収入で運営してきましたので、基本
的に藤まつりの収入で賄ってください。

83 募集要項 25
2.(6).6).
ア.f

藤まつりのボランティア数
毎年、何名程度のボランティアスタッフに依頼していたかをご教示
願います。

ボランティアが慣例になっており、市内高等学校や観光ボランティ
ア組織の申し出等によりお手伝いいただいていると観光協会から聞
いております。ボランティアの人数まで把握していないとのことで
す。

84 募集要項 25
2.(6).6).
ア.f

藤まつりボランティアス
タッフ

ボランティアスタッフについての募集は、過去はどこが行っていて
今後は、どこが行うのかお示しください。

ボランティアが慣例になっており、市内高等学校や観光ボランティ
ア組織の申し出等によりお手伝いいただいていると観光協会から聞
いております。今後は、必要に応じて指定管理者が募集してくださ
い。各ボランティア団体との調整は、市も連携して行います。

85 募集要項 27

2.(6).6).
イ.【出店・
イベント
等】.c

藤まつりの小商業組合の出
店料、出店エリア

「小商業組合には、令和５年度から指定管理者が出店料を徴収した
り、出店エリアを変更する可能性があることを説明し、了承してい
ただきました。」とあるが、露店商組合との書面などの取り交わし
はあったのでしょうか。

口頭でのやり取りになります。小商業組合との調整は、市も連携し
て行います。

86 募集要項 27

2.(6).6).
イ.【出店・
イベント
等】.c

藤まつりの出店許可
藤まつりの観光協会や小商業組合（露店商）による出店について、
その出店許可は指定管理者が行うという認識で良いでしょうか。

指定管理者が行います。ただし、出店の許可に当たって、「業務仕
様書(要求水準書)［P3］ 第3.4.(1).イ」のとおり、市を通じて津島
警察署長に照会が必要です。なお、各団体との調整は、市も連携し
て行います。

87 募集要項 27

2.(6).6).
イ.【出店・
イベント
等】.c

藤まつりでの出店料
藤まつりで徴収する出店料は指定管理者の収入となる認識で良いで
しょうか。

指定管理者の収入となります。

88 募集要項 27

2.(6).6).
イ.【出店・
イベント
等】.c

藤まつりの出店料
藤まつり期間の出店料金に関しては、透明性を確保した上で、指定
管理者独自の判断で行ってよいか。

「業務仕様書(要求水準書)[P6]第3.4.(10).エ」のとおり、あらかじ
め市と協議を行い、承認を受ける必要があります。

89 募集要項 27
2.(6).6).
イ.f

イベント出演者の着替え場
所

中央公民館が取り壊しとのことですが、祭りの際、野外ステージの
出演者の代わりの着替え場所の想定はありますでしょうか。

直近開催の藤まつりでは、有料(イベント参加者負担)となります
が、野外ステージイベント参加者に大崎会館を着替え場所として紹
介しました。必須ではありませんが、イベント参加者の一部から着
替え場所の確保を望む声も聞かれますので、大崎会館やテントを着
替え場所で利用する等、必要に応じて指定管理者で対応してくださ
い。
※大崎会館URL
https://www.city.tsushima.lg.jp/shisetsu/kaikantou/oosakikaik
an/index.html

90 募集要項 27
2.(6).6).
イ.g

出店・イベント等の検証
「どのような検証を行い、継続して」とあるが、過去の正確なデー
タ及び、何についての検証を求められているのか。

出店者の募集方法・出店料、 藤まつりの限定品や藤に因んだ商品の
イメージ・価格、 イベント内容、 出店エリア・イベントエリアの
エリア割(出店数等の規模含む。)をどのように評価し、改善してい
くか記載してください。

91 募集要項 27 2.(6).7) 自主事業の料金
自主事業において園内を仕切り、入場料等を徴収することは可能で
すか。

「募集要項[P27]2.(6).7).ア.a及びb」を遵守の上、自主事業におい
て園内の一部を仕切り、入場料等を徴収することは認めます。ただ
し、藤や桜の開花時期に藤棚下や桜周辺への入場料を徴収すること
は認めません。一般観光客の通行や花の観賞に影響がない範囲で、
有料の飲食スペース等を部分的に設けることは認めます。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

92 募集要項 27 2.(6).7) キャンプ用テント キャンプ用テントは設置可能でしょうか
「募集要項[P27]2.(6).7).ア.a及びb」を遵守の上、指定管理者の自
主事業として設置可能です。

93 募集要項 28
2.(6).7).
イ.【基本事
項】.b

天王祭の屋形桟敷
屋形桟敷の区画販売は従来通り観光協会が行うとあるが、貴市条例
で定められている区画数のどの程度の面積を占有する予定なのか。
また、それに対しての公園使用料の徴収は可能か。

屋形桟敷の申込数に応じて毎年度変化しますが、屋形桟敷の区画
は、概ね「参考資料21[P99]地割図(例)」のとおりです。公園使用料
は、「業務仕様書(要求水準書)[P7]第3.4.(11).ウ」のとおり川敷使
用条例に基づき、従来どおり市の収入となりますので、指定管理者
は屋形桟敷の公園使用料を徴収できません。

94 募集要項 28
2.(6).7).
イ.g

天王祭の収支の読み込み

参考資料22によれば毎年損失があるが、いくつかの項目見直しで十
分な利益が出る。と書いてありますが、利益構造が見えません。市
の見解はいかがでしょうか。これは藤まつりにも同様のことがいえ
ます。

「参考資料22［P168～P175］」の天王祭の収支において、観光桟
敷・観覧席に関する収支は、毎年収益が出ています。従来、露店商
の出店料を徴収しておりませんでしたが、出店料を徴収することに
より収入を増やすことが出来ます。観光桟敷・観覧席関連以外の支
出科目について、要否も含めて見直しをすれば、天王祭は、充分に
利益が得られると考えています。
「参考資料22［P161～P166］」の藤まつりの収支においても、駐車
場に関する収支は、毎年収益が出ています。夜間のライトアップ時
間帯の駐車料金や露店商の出店料を徴収することにより収入を増や
すことが出来ます。駐車場関連以外の支出科目について、要否も含
めて見直しをすれば、藤まつりも、充分に利益が得られると考えて
います。

95 募集要項 28

2.(6).7).
イ.【提案に
関する事
項】.a

天王祭の桟敷席の市民優先
販売

市民への先行販売を検討されておりますが、広報を活用することは
可能か。

可能です。

96 募集要項 28

2.(6).7).
イ.【提案に
関する事
項】.c

天王祭の小商業組合の出店
料、出店エリア

「小商業組合には、令和６年度から指定管理者が出店料を徴収した
り、出店エリアを変更する可能性があることを説明し、了承してい
ただきました。」とあるが、露店商組合との書面などの取り交わし
はあったのでしょうか。

口頭でのやり取りになります。小商業組合との調整は、市も連携し
て行います。

97 募集要項 28

2.(6).7).
イ.【提案に
関する事
項】.d

天王祭の出店調整
露店商等の出店調整については、貴市を含めた協議を行うとの認識
で宜しいでしょうか？

市も連携して調整を行います。

98 募集要項 28

2.(6).7).
イ.【提案に
関する事
項】.d

天王祭の出店料 出店者から出店料を徴収することは可能か。 可能です。

99 募集要項 29 2.(6).7).ウ 通年事業のエリア
イベントにつきましては、エリア6以外での開催は可能との認識で宜
しいでしょうか。

可能です。

100 募集要項 29 2.(6).7).ウ 音楽フェス
音楽フェス等を行う場合、騒音につきましての許容範囲はどの程度
でしょうか。
具体的に何デシベル迄等ご指示ください。

環境基本法(平成5年法律第91号)その他関係法令の基準に従い、実施
してください。なお、騒音を含む施設の管理運営に関するリスク
は、「募集要項[P50]5.(2).2）.表8.社会リスク」のとおり、指定管
理者のリスクとなります。

101 募集要項 30
2.(6).7).
ウ.【地域の
活性化】

地域の活性化
津島駅西地域の活性につながる事業についてですが、P-PFIとどのよ
うな繋がりがあるのでしょうか。

P-PFIの施設と津島駅西地域の店舗等が連携してイベントを開催する
等して回遊性を向上させ、地域の活性化に繋げていただくことを期
待しています。

102 募集要項 30 2.(6).8) 提案する指定管理料の上限 提案する指定管理料について上限金額はございますでしょうか。

天王川公園に限らず、本市は指定管理者募集の際に、指定管理料の
上限金額を設定しておりません。「参考資料15[P40～P47]過去４年
間の収支状況等」を参考に、民間のノウハウを踏まえ、より安価な
提案がされることを期待しています。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

103 募集要項 30 2.(6).8） 業務に必要な経費等

公園全体の管理費は業務委託されるのでしょうか。特に、まつり関
係は相当な時間と企画スタッフや当日スタッフが必要となることを
危惧しております。管理運営経費は施設保守関連一式でしょうか。
参考資料に実績の費用額はありますが、経費が計上されていませ
ん。上積みはされるのでしょうか。

「参考資料15[P41]過去4年間の支出状況」の１つ目の※印「別途、
職員0.5人(就業時間の1/2程度)が天王川公園の業務に従事。」のと
おりです。これも含め、指定管理料を提案してください。他に指定
管理者への業務委託等はありません。従来、祭の経費は祭の収入で
賄ってきましたので、今後も祭の収入で賄ってください。

104 募集要項 30 2.(6).8） 指定管理料について
指定管理料の目安として貴市が行われていた委託費用の目安金額を
ご教授頂けますか？業務仕様書の項目ごとに内訳書をご開示頂けま
すか？

「参考資料14[P41]」のとおりです。

105 募集要項 30 2.(6).8).ア 指定管理料
「指定管理料は予算の範囲内で年度ごとに支払う」との記載がござ
います。予算との兼ね合いで、指定管理者との指定管理料の協議が
整わない場合の貴市様の措置に関してご教授願います。

「様式8(その4)(2)-2.①」の各年度の指定管理料収入の予算を確保
できるように努めてまいります。予算との兼ね合いで確保出来ず、
指定管理者業務の継続が困難となった場合は、業務内容の見直しを
協議いたします。

106 募集要項 30 2.(6).8).イ 指定管理料
感染症や異常事態リスクによる藤まつり及び天王祭が開催できな
かった場合でも、指定管理料の変更はございませんでしょうか？

藤まつりは藤まつりの収入による運営(指定管理料を充当しない運
営)、天王祭は自主事業になりますので、指定管理料は変更しませ
ん。なお、藤まつりは、感染症等によりイベントや出店がない場合
でも、多くの方が藤の観賞に訪れますので、周辺の路上駐車防止・
渋滞抑制のため、臨時駐車場の開設・運営が必要です。ただし、令
和2年度に市が新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施した
藤棚下への立入禁止柵の設置等の追加対策が必要になった場合は、
協議してまいります。

107 募集要項 30 2.(6).9)
指定管理者の収益還元の対
象

藤まつり等の臨時駐車料金も対象ですか。
公募対象公園施設の収益は対象外ですか。

天王川公園内の指定管理者業務及び自主事業のすべてが対象となり
ます。公募対象公園施設の収益は、「募集要項[P13]2.(3).5)」のと
おり、公募対象公園施設の収益還元の対象となります。

108 募集要項 30 2.(6).9） 指定管理者の収益還元
還元率は、収入の実績とありますが、利益に対する還元率とする提
案は可能でしょうか。

収入に対する還元率です。利益に対する還元率は認めません。

109 募集要項 31 3.(1).2).エ 申請者の資格
公募対象公園施設の運営とは、施設を所有し管理運営を行う法人で
しょうか？または、店舗の営業を行う法人でしょうか？また、後者
の場合、提案書提出後に法人の変更は可能でしょうか？

施設を所有し、管理運営を行う法人です。

110 募集要項 32 3.(2) 提供情報

認定計画者決定後、認定計画者にて調査した情報(土質調査)とご提
供資料に相違が生じた場合の措置はどのようになりますか？また、
地中埋設物や土壌汚染が判明した際の措置についてご教授願いま
す。

「参考資料6[P14～P16]土質柱状断面図」はあくまで参考資料です。
各種調査は「Park-PFI基本協定書(案)［P3］第10条(整備に伴う各種
調査)第1項」のとおり、認定計画提出者の責任において実施してく
ださい。土壌汚染が判明した場合は、土壌汚染対策法及び県民の生
活環境の保全等に関する条例(愛知県)その他関係法令に基づき対応
します。また、地中埋設物や土壌汚染が判明した場合は、「Park-
PFI基本協定書(案)［P4］第13条(公募対象公園施設の設計)第3項及
び［P10］第33条(特定公園施設の設計)第3項」に基づき、認定計画
を変更し、変更後の内容に基づき、施設の設計を行うことが出来ま
す。

111 募集要項 35 4.(4)
説明会・現地案内会参加者
名簿によるグループ編成

今回のpark-PFI提案にグループで申請しますが、グループ共同体メ
ンバーの内、ある部門が欠けていた場合、市が間をとりもち、チー
ムが再構成する可能性はありますか。

ありません。

112 募集要項 36
4.(7).1).表
5

押印 提出書類の様式において押印が必要なものはありますでしょうか。 書類への押印は必要ありません。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

113 募集要項 36
4.(7).1).表
5

押印
今回の関係書類の押印については、貴市へ提出している指名願い等
の委任を受けた管轄事業所の印鑑にて押印を行いたいと思います。
印鑑証明の押印と印影が異なりますが宜しいでしょうか

〃

114 募集要項 38 4.(7).2) CD-R
提出するCD-Rに保存するデータについて、ファイル形式の指定があ
ればご教示願います。

PDFでお願いします。

115 募集要項 38 4.(7).3) 作成枚数 提案資料の作成枚数に制限はありますでしょうか？
様式７は、下段の【記載における注意事項】に記載した枚数で作成
してください。その他の資料は作成枚数に制限を設けておりません
が、審査が円滑に行えるように、適切な枚数で作成してください。

116 募集要項 39
4.(10).1).
イ

第二次審査
プレゼンテーションの際には、説明用に資料の加工は可能でしょう
か。

効率的に説明を行うために必要な加工は可能です。提案内容の変更
を伴う加工は認めません。

117 募集要項 43 表6.2.(2).2) 特定公園施設の価額評価 特定公園施設の提案額の上限はございますでしょうか？
特定公園施設の整備費の上限額はありませんが、市の費用負担は
「募集要項[P19]2.(4).5).ア.表4」のとおり、費用の９割未満で、
上限額7,200万円(消費税及び地方消費税を含む。)です。

118 募集要項 44 表6.3.(6) 指定管理料の価額評価 指定管理料の提案額の上限はございますでしょうか？

天王川公園に限らず、本市は指定管理者募集の際に、指定管理料の
上限金額を設定しておりません。「参考資料15[P40～P47]過去４年
間の収支状況等」を参考に、申請者のノウハウ等を踏まえ、より安
価な提案がされることを期待しています。

119 募集要項 44 表6.3.(6) 提案する指定管理料の上限 指定管理料の上限額をご教示願います。 〃

120 募集要項 46 4.(12) 計画の変更
必須提案施設のカフェ及び喫茶店に関してエリア1に設置する場合、
その基本計画（プラン構成）に関して、当選後に変更することは可
能ですか。

「Park-PFI基本協定書(案)［P3］第8条(認定計画の変更)第2項 」の
とおり、「公募設置等指針等の内容に合致して
いると認める場合その他の都市公園法第5条の6の要件を満たす場
合」は変更を認めますが、規模縮小等の公園利用者の利便性が低下
する変更は認めません。

121 募集要項 47 4.(14).4) 単年度協定
物価変動等による単年度の管理の費用については、毎年度ご協議が
可能でしょうか。

天王川公園に限らず、市の施設においては「募集要項［P50］
5.(2).2).表8.経済リスク.物価等の変動」のとおり、指定管理者の
リスクとなります。このため、協議に応じません。ただし、「表8.
異常事態リスク.不可抗力」に該当する場合は、天王川公園のみでな
く、他の施設も含め、市の対応方針を決めます。

122 募集要項 50
5.(2).2).表
8

リスク分担
想定を超える著しい物価変動(水光熱・燃料費等・人件費)が生じた
場合の清算協議については、可能でしょうか。

〃

123 募集要項 50
5.(2).2).表
8

リスク分担 万が一藤が枯れた場合の市の対処について教えてください。
「業務仕様書（要求水準書）［P13］第9」のとおり、指定管理者が
市に損害を賠償することになります。

124 様式7(その6) -
【記載にお
ける注意事
項】

枚数
A3版8枚以内というのは、1）～5）の各項目につきそれぞれ8枚以内
か、全部で8枚以内かどちらでしょうか。

全部で8枚以内です。

125
業務仕様書（要求
水準書）

3 第3.2
指定管理者業務から除く範
囲

魅力的な事業活動を行うために占用許可の権限を事業者に委任は可
能でしょうか？

国土交通省都市・地域整備局公園緑地課長からの通知文「平成15年9
月2日付け 国都公緑第76号(指定管理者制度による都市公園の管理に
ついて)」に基づき、占用許可に関する事務は、指定管理者業務に含
めることは出来ません。

126
業務仕様書（要求
水準書）

5 第3.4.(8) 施設の安全管理
条例で定める制限行為を知りたいので、津島市の都市公園条例をご
開示ください。

参考資料33[P216-P223]のとおりです。

127
業務仕様書（要求
水準書）

5 第3.2.(8) 施設の安全管理 現在の園内の禁止行為をご教示ください。
「参考資料33[P217-P218]津島市都市公園条例第5条(行為の禁止)」
のとおりです。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

128
業務仕様書（要求
水準書）

9 第3.6.(1) 職員の配置
現在、本公園に配置されている職員の人数と業務内容をお示しくだ
さい。

「仕様書1[P1](天王川公園管理業務仕様書」の業務内容を(公社)津
島市シルバー人材センターに委託し、年末年始を含め1日3名程度清
掃作業員を配置しています。市の職員は、天王川公園に配置してお
りません。本庁舎において、許可事務、問合せ対応、修繕対応等を
行っています。

129
業務仕様書（要求
水準書）

13 第8.1 維持補修
落木・倒木等が発生した場合の緊急対応について費用はどのように
考えれば宜しいでしょうか？参考となる資料などお示しいただくこ
とは可能でしょうか。

「参考資料15［P42～P45］修繕」の対応となります。

130
業務仕様書（要求
水準書）

13 第8.2.(2) 更新

過去の修繕状況では、50万円を超える修繕がありませんでしたが、
機器の更新等により50万円を超える場合、市の負担となりますが、
執行までに要する期間は、どのくらいを想定しておりますでしょう
か（予算を計上し、翌年度に執行される等、イメージで結構で
す）。急を要する場合は、どのようにお考えでしょうか？

基本的には翌年度当初予算、急を要する場合は補正予算や予算の流
用等で予算の確保に努め、予算が確保出来次第、速やかに対応して
いきます。

131
業務仕様書（仕様
書1-17）

- - 発注数量
公園管理に係る業務仕様書について、発注の数量などが分かる資料
の開示は可能でしょうか。

仕様書9～14の発注時の金抜き設計書は別添11のとおりです。金抜き
設計書の一部は、事業者からの見積徴収により作成していますの
で、業務内容は仕様書に従ってください。
仕様書1～7、15は、仕様書のみで発注しています。
仕様書8、16は仕様書のみで発注していますが、人工(にんく)につい
て単価契約をしています。
仕様書17は、市職員で実施しています。

132 参考資料15 41 - 職員人件費
外部委託以外の人件費（津島市職員）はどれくらいでしょうか。過
去３年分程度開示願いします。

一つ目の※のとおり、市職員の天王川公園の業務従事者は0.5人で
す。本市職員の平均1人当たり給与費は、令和元年度：5,862千円、
平成30年度:5,904千円、平成29年度：6,039千円です。令和2年度
は、現時点で未公表です。

133 参考資料15
42-
45

- トイレの新設予定
トイレつまり等、トイレの修繕費が多く見受けられるが市として今
後、トイレを新設する予定はありますか。

現時点で具体的な計画はありませんが、和式トイレの洋式化を進め
る必要があると考えています。

134
参考資料17、18、
19

49-
67

- ヒアリング
津島市民及び周辺住民へヒアリングしていますでしょうか。
ヒアリングを行っている場合開示願います。

参考資料17、18、19のとおりです。

135 参考資料18
51-
54

- ワークショップ
新しい協議会やワークショップ等集会を実施する際、中央公民館を
利用できるのか。その際、使用料がかかるのか。

中央公民館は令和2年度に取壊されました。

136 参考資料18
51-
54

- ワークショップ
現在開催されているワークショップは今後も中央公民館で開催され
るか。

中央公民館は令和2年度に取壊されました。ワークショップは平成29
年度に3回開催したのみで、現在は開催しておりません。

137 参考資料21 112 別紙11 天王祭の看板設置

祭り時の看板設置も指定管理者で行うのか。
行うのであればその際の注意事項、関係各所への通達はどのように
行いまた、どこに行う必要があるのか。
看板が破損した場合の費用はどこが負担するのか。

「参考資料21[P80-P156]尾張津島天王祭運営業務委託仕様書」の業
務は、指定管理者制度導入後も、引続き市から観光協会へ委託する
業務となります。指定管理者の業務ではありません。

138 参考資料21 136 別紙17
天王祭の予防組織図の人員
配置

天王祭火災予防計画の人員配置は指定管理者がすべてまかなわない
といけないのか。
また、配置時に資格等は必要か。

〃
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

139 参考資料33 222 別表第3 公園施設
マルシェやキッチンカーについては、興行、行商、募金その他これ
らに類する行為に該当するという解釈で宜しいでしょうか？また、
自販機設置の取扱いについてもお示しください。

第三者から自発的にマルシェやキッチンカーの申請があり許可をす
る場合は、「興行、行商、募金その他これらに類する行為を行う場
合」に該当します。指定管理者が自主事業として、出店者募集・PR
活動・電気工事・消防への届出・当日の現場管理・ゴミの処分、原
状復旧等を行う場合は、「募集要項［P27］2.(6).7).ア.a」のとお
り、別途料金を定めることが出来ます。
自動販売機は、別表第3 「公園施設を設ける場合」に該当し、都市
公園法第5条に関する事務であることから、「業務仕様書(要求水運
書)［P3］第3.2」のとおり市が許可事務を行います。本事業におい
ては、「募集要項[P9]2.(1).2)」のとおり、自動販売機のみの設置
は認めませんが、飲食店や売店の中に設けることは認めます。

140 参考資料33 222 別表第3 公園施設

別表第3に公園施設を管理する場合の費用として1平方メートル1年に
つき2,050円と記載があります。公園施設の定義についてご教授願い
ます。また、新たに公園施設を設置する場合にも適用されるとの解
釈で宜しいでしょうか？

公園施設は都市公園法第2条第2項及び都市公園法施行令第5条に規定
される施設(別添9参照)です。新たに公園施設を設置管理する場合
は、別表第3「公園施設を設ける場合」に該当し、「公園施設を管理
する場合」には該当しません。

141 - - - ボランティア団体
現在、本公園の管理運営に携わられているボランティア団体はい
らっしゃいますか。また、その団体名や団体数、人数、活動内容、
活動時期等をお示しください。

アダプトプログラムにより1団体が、公園内の一部の花壇において、
花の植付・維持管理を行っています。
団体名：まちづクリーム、人数：10名程度、活動時期：毎月1～2回
程度。

142 - - - 再公募
今回の公募で応募団体がいなかった場合は条件を見直し、再公募と
なるのでしょうか？

現時点で、応募団体がいなかった場合の対応方法は決まっておりま
せん。

143 - - - 丸池の水質
水質検査等は行ってますでしょうか。行っている場合は開示願いま
す。

別添12のとおりです。

144 - - - 意見・要望
過去５年に寄せられた利用者や近隣住民からのご意見、ご要望をご
教示願います。

書面又はホームページから提出されたご意見・ご要望は、別添13の
とおりです。窓口・電話でのご意見・ご要望には、その都度対応し
ています。
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No 資料名 頁 該当箇所 質問項目 質問内容 回答

145 - - - 課題・配慮
これまでの運営のなかで、近隣住民との課題や配慮すべきことがあ
ればご教示願います。

・野良猫のエサやりに対する苦情を多くいただきます。
・今年の夏に、車河戸沿いの松の針葉が豪雨・強風で飛んできて、
家の雨樋が詰まると苦情があり、急遽剪定しました。
・小学校の通学路になっています(別添14参照。施設整備により変更
が必要になる場合は、市も連携して小学校と調整します)。
・大規模イベントを開催する場合は、桜開花時期、藤まつり同様に
近隣町内にお知らせしてください。
・桜開花期間の土曜日・日曜日及び藤まつり期間中に天王川公園の
西堤道路の車両について、南進の一方通行(推奨ルート)に協力いた
だいている。これにより、天王川公園の西地域の住民から自動車が
出づらいとの話をいただいています。
・藤まつり期間中に丸池周囲を駐車場にするため、天王川公園の東
地域の住民から、砂ぼこりが飛んでくると話をいただいています。
また、藤まつり、天王祭の期間中に駐車場になる西小学校の東地域
の住民から、砂ぼこりが飛んでくると話をいただいています。これ
らには、主催者が散水をして対応しています。
・天王祭の時に打上げ花火の音がうるさいと周辺住民から話をいた
だき、中之島の仕掛け花火のみに変更となりました。。
・天王祭の時に市内店舗から駐車場に自動車が無断駐車されている
との話をいただいています。また、近隣住民から自宅前の道路に自
転車が駐車されているとの話をいただいています。
・祭時の天王川公園周辺の違法駐車や渋滞の苦情に対して、カラー
コーン等による違法駐車の抑制対策や警備員による渋滞場所の車両
誘導等、臨機応変に対応しています。
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